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要　旨　本研究では，SDGsの基本理念である「誰一人取り残さない」に基づき，ヤングケアラー問題を
題材として，ケイパビリティ・アプローチにより，社会問題の発見及び解決力の育成に資する中学校社会
科公民学習の授業開発を行った。本実践は，行政機関と連携して困難な社会的問題の解決をめざすもので
あり，ヤングケアラーの認知度の拡大だけではなく，学習者の社会参画に向けた取り組みとしても意義の
ある授業になった。

キーワード　ケイパビリティ・アプローチ　ヤングケアラー　誰一人取り残さない　社会問題
　　　　　　マーサ・C・ヌスバウム

Ⅰ．はじめに
　本研究は，SDGsの基本理念である「誰一人取り残
さない（leave no one behind）」に基づき，ヤングケ
アラー問題を題材として，ケイパビリティ・アプロー
チ（capability approach／capabilities approach）によ
り，社会問題の発見及び解決力の育成に資する中学校
社会科公民学習の授業開発を行うことを目的とする。
　渡部竜也は，「社会問題とは，人間の意識とは関係
なく実際にそうした『問題』という実体が外在するの
ではなく，ある現実に対して人間がそれを『問題』と
見なして社会の成員に対して異議申し立てをすること
により，現実の変革に向けての公的な議論を引き起こ

すことによって成立する」とし，「これまで『問題』
とは認識されてこなかった現実に対して，その自明性
を疑い，異議申し立てをするために必要となる知識，
資質，技能」を社会問題提起力と呼び，社会科で育成
すべき力とした（１）。以前から日本にはヤングケア
ラーに該当する若者・子どもたちは存在していたが，
ヤングケアラーという言葉が社会で広く知られるよう
になったのは，最近のことである。すなわち，「人々
が社会問題だとみなす問題が，社会問題だ」（２）とすれ
ば，ヤングケアラーはようやく人々に問題として認識
されつつある社会問題であるといえよう。
　ヤングケアラーの問題については政府も関心をもっ
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ており，こども家庭庁の創設に向けた2021年12月21日
の閣議決定「こども政策の新たな推進体制に関する基
本方針について」では，「本来大人が担うと想定され
ている家事や家族の世話などを日常的に行っているこ
ども，いわゆるヤングケアラーの問題について，社会
的認知度を高めるとともに，福祉，介護，医療，教育
等の関係者が情報共有・連携して早期発見・把握し，
こどもの意向に寄り添いながら，必要な支援につなげ
ていく。」と述べられている（３）。
　澁屋智子によれば，「ヤングケアラーとは，家族に
ケアを要する人がいるために，家事や家族の世話を
行っている十八歳未満の子どものことである。」（４）と
される。また，濱島淑惠は，「何らかの疾患，障がい
を有する，高齢である，または幼い家族・親族がい
て，そのためにケア（家事，介護，感情的サポート，
通訳等）を担っている子ども・若者」（５）というイメー
ジで捉えられる存在であるとしている。澁屋や濱島
は，自治体や日本ケアラー連盟などの民間団体と協力
しながら，ヤングケアラーに関する実態調査を進めて
きた研究者である。しかし，彼女らの活動は，理解の
ある自治体等と連携した限定的なものに留まり，マス
コミに取り上げられるまで，社会全体に広く知られる
には至らなかった。マスコミの中でこの問題にいち早
く着目し，特集を組んで報道した毎日新聞取材班は，

「ヤングケアラーを国民のどれほどが知っているのか。
直訳すれば『若い介護者』だが，日本にはこの言葉の
明確な定義が存在しない。それは，日本社会が彼らの
存在に目を向けてこなかった証左かもしれなかっ
た。」（６）と述べている。
　ヤングケアラーの存在は，小学生・中学生・高校
生・大学生などの若者にとって身近な問題であるにも
かかわらず，当事者自身が問題として認識していな
い，認識したとしても対処法がわからない，周囲に知
られることを恐れて助けを求められない，周囲による
発見が難しい，周囲が発見したとしても介入すること
が難しい，当局においても有効な解決法が見出せない
など，社会の抱える解決困難な問題である。
　これまで社会科教育においては，ヤングケアラーを
題材とする授業開発はほとんど行われていない。その
理由として，①日本ではこの言葉自体が新しいもので
あること，②ヤングケアラーの定義が定まっておら
ず，判定のための明確な指標がないこと，③当局にお
いても具体的な解決法が見出せていないこと，④当事
者が教室内に在籍する可能性があり，対応によっては

当事者を傷つける恐れのあること，⑤たとえ教室にヤ
ングケアラーがいたとしても，それは家庭の問題で
あって行政が対応すべきであり，学校では対応しよう
がないという意識が教師にあること，などが挙げられ
よう。
　こうした状況の中で，社会科には，ヤングケアラー
などの社会で生じている深刻な問題を発見・把握する
ことを通して，一人一人が生きるための源泉となる

「権原（entitlement）」について深く考えるとともに，
問題解決に向け当時者性をもって臨む授業を開発する
ことが求められる（７）。「一人一人の生き方の幅を広げ
る」を旨とするケイパビリティ・アプローチの視点に
立ち，ヤングケアラーを題材とする授業開発を行うこ
とは，OECDの掲げるエージェンシー（変化を起こす
ために，自分で目標を設定し，振り返り，責任をもっ
て行動する能力）の育成にも資すると考える（８）。
　そこで本研究では，次のような手順で考察を進め
る。はじめに，社会科教育とケイパビリティ・アプ
ローチの関係について，先行実践等をもとに検討す
る。次に，高松市のヤングケラーの実態と行政の取り
組みについて，文献や聞き取り調査をもとに検証す
る。その上で，ヤングケアラーを題材として，社会問
題の発見及び解決力の育成を目指して開発・実践した
授業を分析し，ケイパビリティ・アプローチの視点を
社会科授業に取り入れることの意義と課題を明らかに
したい。

Ⅱ．ケイパビリティ・アプローチの意義 
１．権原と潜在能力
　ジョン・ロールズは，合理的な人間であれば誰もが
欲すると推定されるものを基本財（primary goods）
と呼び，基本財の分配により，社会の規定構造を正義
に適ったものにすることを目指す正義論を唱えた（９）。
主要な社会的基本財は，権利，自由，機会，所得，富
であり，「自尊という基本財が中枢的な位置を占め
る」（10）とされる。これに対しアマルティア・センは，

「基本財は自由の本質的な構成要素ではなく，自由の
ための手段として見るべきであり」，「潜在能力に基づ
く正義の評価では，人々の要求は，それぞれが持って
いる資源や基本財によって評価されるのではなく，価
値ある生き方を選択する自由が実際にどのくらい享受
されるかで評価される。」として，ロールズの基本財
の捉え方を批判した（11）。センが提唱したケイパビリ
ティ（潜在能力，可能力）とは，「人が行うことがで
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きる様々な機能の組み合わせ」あるいは「個人が選択
可能な機能のすべての組み合わせ」であって，ある人
が何を行ったり，何かになったりするための実質的な
自由のことであり，重要な機能は「適切な栄養を得て
いるか」，「健康状態にあるか」，「避けられる病気にか
かっていないか」，「早死にしていないか」などといっ
た基本的なものから，「幸福であるか」，「自尊心を
持っているか」，「社会生活に参加しているか」などの
複雑なものまで多岐にわたる（12）。
　一方，マーサ・C・ヌスバウムは，人が「人間の尊
厳」に見合った人生を送るために，すべての市民が権
原を有しているケイパビリティは複数あるとし，尊厳
のある人生の中心的な要求事項として10項目の「人間
の中心的な可能力」をリスト化した（表１）（13）。ヌス
バウムは，リストにある「可能力のすべてが，何らか
の形で，社会正義に関する最小限の説明において不可
欠の要素」であり，「これらをあらゆる市民に何らか
の適切な閾値レヴェルで保障しない社会は，富裕さの
水準にかかわらず，十全に正義にかなった社会だとは
言えない」と述べる（14）。ヌスバウムの提唱するケイ
パビリティ・アプローチは，人間の尊厳の最低条件と
して権原を捉え，人々を契約主体よりも共生を志向す
る存在（他者との関係性に充足感を覚える社会的・政
治的な存在）と捉えたものといえよう。
　教育哲学を専門とする馬上美知は，ヌスバウムのケ
イパビリティ・アプローチを教育に生かすことについ
て，学習者がケイパビリティを考えることを通して，

自らが置かれている「生活の質」を批判的に捉え返す
ことで，自己教育やエンパワーメントがなされるとす
る。そして，「例えば教育の機会均等が保障されてい
ても，教育の必要性が認知されていない家庭や精神的
に安心できない環境に暮らしている子は『教育の機
会』という『財』を有効には活用できないだろう。ケ
イパビリティ・アプローチはロールズ的な分配論では
捉えきれなかったそうした文脈を明らかにすること
で，より実質的な『機会の均等』や生き方の自由の保
障を可能とするものであった」（15）と述べている。ここ
には，教育の場で，ケイパビリティ・アプローチによっ
て社会問題に迫ることの意義が端的に表されている。

２．先行実践の検討
　近年，ケイパビリティ・アプローチは，社会科教育
において様々な面で注目されるようになっている（16）。
ヤングケアラー問題を題材とする社会科授業を構想す
るにあたり，ケイパビリティ・アプローチを活用した
先行事例として，秋田真の授業実践と馬上の授業案を
取り上げて検討する。
　秋田真は，小学校６年生の社会科授業において、発
展途上国への支援の在り方―青年海外協力隊員による
自助努力を重視する行動―を題材として，センのケイ
パビリティ・アプローチを活用し，不遇な人々への正
義の実現を具体的に考えることのできる児童の育成を
目指す授業を行った（17）。秋田実践では，青年海外協
力隊の行動について，財の提供か自助努力の促進かと

表１　人間の中心的なケイパビリティ・リスト
項　　　目 内　　　　　　　　　　容

１．生命 通常の長さの人生の終局まで生きられること。
２．身体の健康 健康であり得ること。リプロダクティブ・ヘルス，適切な栄養，適切な住居が可能であること。
３．身体の不可侵性 自由な移動，暴力的攻撃からの安全，性的な選択の機会の保持が可能であること。
４．感覚・想像力・思考力 感覚を用いることができること。想像し，思考し，倫理的な判断を下すことができること。
５．感情 自分たちの外部にある物や人々に愛情をもてること。私たちを愛しケアする人々を愛せること。
６．実践理性 善の構想を形成しかつ自分の人生の計画について批判的に省察することができること。

７．連帯
Ａ．他者と共にそして他者に向かって生きうること。
Ｂ．自尊と屈辱を受けないこととの社会的基盤を持つこと。尊厳のある存在者として扱われ

ること。
８．ほかの種との共生 動物，植物，自然界を気遣い，それらと関わりをもって生きられること。

９．遊び 笑うことができること。遊ぶことができること。レクレーション活動を楽しむことができる
こと。

10．自分の環境の管理 Ａ．政治的な管理：自分の生を律する政治的選択に参加しうること。精神の自由があること。
Ｂ．物質的な管理：財産を維持し，人間として働き，他の労働者と相互承認の関係に入ること。

マーサ・C・ヌスバウム著，神島裕子訳『正義のフロンティア―障害者・外国人・動物という境界を越えて』（法政大学出版局，2012年，
pp.90-92）をもとに作成
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いう二つの観点から考えさせる授業を実践している。
しかし，秋田の実践には，ケイパビリティの拡充こそ
が人権の源泉である，という視点はほとんど見られな
い。財の配分・提供よりも，支援としてのインフラ整
備や技術の伝達の方が，自助努力の促進に繋がること
は理解できるが，それを以てケイパビリティの拡充で
あると言えるのだろうか。ケイパビリティの本来の概
念が，秋田が考えるものとあっているかどうか，そし
てケイパビリティの充足と権原を関連させて考えられ
ているかどうか疑問である。　
　一方，馬上は，「人間らしい生活の基軸として基本
的人権を取り上げる場合に，ケイパビリティを参考に
することは問題の本質をより捉え易くする」とし，基
本的人権の学習において，ヌスバウムの中心的ケイパ
ビリティ・リストを活用する小学校社会科の単元案

「憲法と私たちの生活」（全６時間）を開発した（18）。
馬上の授業構想は，生活保護をめぐる問題を教材とし
て，ケイパビリティ・リストを参考にすることによ
り，「人間らしい生活」について自分自身の生活に即
して具体的に理解するとともに，基本的人権の尊重の
ために何が必要なのかを考えるための基礎的な認識を
養うことをめざしたものである。ただし，授業モデル
に留まっているため，実践を行った場合にどのような
効果と課題が表れるかは不明である。馬上自身も述べ
ているように，授業案には「社会の形成者としての自
覚」の促しが不十分である。馬上の授業案には，ケイ
パビリティ・リストに照らし合わせて基本的人権を捉
えることからもう一歩進んで，社会に参画し主体的に
社会に関わろうとする意欲や態度を育むことが求めら
れよう。

Ⅲ．ヤングケアラーを取り巻く状況
　ヤングケアラーとされる子どもの状況は多岐にわ
たっているため，それぞれに応じた支援が求められ
る。文部科学省委託による令和２年度子ども・子育て
支援推進調査研究事業『ヤングケアラーの実態に関す
る調査研究報告書　令和３年３月』には，「ヤングケ
アラーと思われる子どもの状況」について，全国から
抽出された中学校351校の回答が記載されている（19）。
　このうち，「家族の代わりに，幼いきょうだいの世
話をしている」と回答した割合が79.8％と最も多く，
次に「障がいや病気のある家族に代わり，家事（買い
物，料理，洗濯，掃除など）をしている」と回答した
割合が29.3％，「家族の通訳をしている」と回答した

割合が23.4％であった。また，「ヤングケアラーと思
われる子どもについて、学校以外の外部の支援につな
いだケースがあるか」という質問に対し，「要保護児
童対策地域協議会に通告するほどではないが，学校以
外の外部の支援につないだケースがある」が 43.0%，

「要保護児童対策地域協議会に通告したケースがある」
が19.4％，「外部の支援には繋いでいない（学校内で
対応している）」が37.9％であった。外部の支援に繋
がなかった理由としては，「本人が普通に学校生活を
送れている，困り感がないため」「学校内で様子を見
ているため」「保護者の協力が得られたため」「家庭に
踏み込むのが難しいため」「本人が支援につなぐこと
を拒否したため」などが挙げられている。ヤングケア
ラーは家庭内のデリケートな問題であり，学校だけで
解決できるような問題ではないが，ヤングケアラーを
把握・支援するためには，学校の存在は必要不可欠で
ある。
　2022（令和４）年７月21日に開催された高松市総合
教育会議では，ヤングケアラーに関する支援について
議論が行われ，教育委員会との連携を図りながら，早
期発見・把握，支援策の推進，社会的認知度の向上の
三つの方針が示された（20）。そこでは，学校に必要な
取り組みとして，「教職員がヤングケアラーについて
知ること」，「児童生徒が教員に相談しやすい関係を作
ること」，「SC（スクールカウンセラー）やSSW（ス
クールソーシャルワーカー）等の専門職の配置を充実
させること」，「ヤングケアラーの支援についての相談
機関があること」，「児童生徒自身がヤングケアラーに
ついて知ること」，「ヤングケアラー本人や保護者の相
談窓口があること」が挙げられている。支援の第一歩
が「気づき」であることを踏まえると，教職員の果た
す役割は大きいが，子どもの視点からの「気づき」も
重要になるのではないだろうか。ヤングケアラーの早
期発見・把握に向けて，教職員だけでなく，子ども同
士での「気づき」も促す必要がある。どうすれば子ど
もたちがSOSを出せるようになるのか，子どもの状況
に気づいてあげることができるか，ということに目を
向けていくことが大切である。高松市には，ヤングケ
アラーに関する相談窓口が市内全域に設けられてい
る。しかし，このことを知っている大人や子どもがど
れほどいるだろうか。公的な支援体制自体が不十分で
あることに加え，SOSを出したい状況に陥った時にど
うすればよいのか全く分からない人々が，年齢や性別
を問わず大勢いることは深刻な問題である。その問題
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事前アンケートを実施した（香川大学教育学部附属高
松中学校第１学年生徒99名）。
　質問１「あなたは今までにヤングケアラーという言
葉を聞いたことがありますか。」に対して「はい」と
回答した生徒は65名（65.7%）であり， 質問２「（自分
自身を含めて）周りにヤングケアラーと思う人がいま
すか。」に対して「はい」と回答した生徒は10名（10.1%）
であった。質問３「あなたはヤングケアラーと思う人
のことを誰かに相談しますか。」に対しては，「いい
え」と回答した生徒が61名（61.6%）と多く，気付い
た場合でも自ら手をさしのべようとしない傾向が見ら
れる。ヤングケアラーは，誰かに相談することを躊躇
うことが多く，周囲の人間が関心を持たない限りその
存在が隠れてしまい，社会的に孤立する危険性があ
る。質問４でヤングケアラーに該当すると思う項目を
選ぶようにしたところ，「障がいや病気のある家族に
代わって，買い物・料理・掃除・洗濯などの家事を
行っている。」が86名（86.9％），「家計を支えるため
に働き，障がいや病気のある家族を支えている。」が
84名（84.8％）であるのに対し，「家族の見守りや声
かけなどの気づかいをしている。」が35名（35.4%），

「家族のために通訳をしている。」が47名（47.5%）と
なっており，＜家事・介護・育児を大人に代わって直
接行う子ども＞という認識が強く，認識の範囲の狭い
ことがわかる。質問５「ヤングケアラーに対してどの
ような対策や支援が必要だと思いますか。」（自由記述）
では，行政による支援金や補助金の交付などの経済的
支援に言及した生徒が31名（31.3%），専門家派遣，介
護施設増設，介護用品貸与，相談機関設置，認知拡大
などの社会的支援に言及した生徒が36名（36.4％）で
あった。ただし，ヤングケアラーの保護者は精神疾患
や依存症などにより家計管理能力が欠如している場合
もあり，経済的支援が根本的解決に繋がらないケース
も少なくない。質問６「ヤングケアラーに限らず，自
分の悩み事を相談する場合，あなたは誰になら相談し
たいですか。」に対しては，「友達」が57名（57.6%）
と最も多く，次に「家族」が45名（45.5%）であった。
一方，「悩みごとがあっても誰にも相談したくはな
い。」が17名（17.2%）であった。担任や保健室の先生
と答えた生徒は，21名（21.3％）であり，学校は相談
先としてあまり重視されていないといえる。

２．単元の構想
　ヤングケアラーの社会的認知度の向上とともに，早

を改善するためには，問題の社会的認知度を高めると
ともに，どこに相談所や支援場所があるのかを周知す
ることが重要になる。
　高松市健康福祉局こども未来部子育て支援課で聞き
取り調査を行ったところ，ヤングケアラーの明確な判
断基準がないために認定が非常に困難であり，虐待や
不登校といった事例とも密接に関連している場合が少
なくなく，対応が多岐にわたるため判断が非常に難し
いとのことであった（2022年９月15日聞き取り）。ま
た，香川県健康福祉部子ども政策推進局子ども家庭課
での聞き取り調査では，ヤングケアラーの判断をする
際には，厚生労働省が一般向けに公表しているアセス
メントシートを参考にしているが，あくまで対象とな
る子どもの傾向を測る指針であり，チェック項目の数
によってヤングケアラーを認定するわけではないとの
ことであった（2022年８月17日聞き取り）。
　行政機関以外の団体が行っている子どもの居場所に
向けた取り組みとして，子ども食堂がある。高松市内
の子ども食堂事業は高松市の委託により実施している
が，ボランティアの協力無くしては成り立たない事業
である。「たかまつ子ども食堂ネットワーク」による
と，「子ども食堂は子どもを真ん中に置いた地域の居
場所」である（21）。子どもだけでなく，あらゆる世代
の方も一緒に過ごしており，食事の提供以外にも宿題
をするためや遊ぶための場所になっている。高松市に
は 24か所の子ども食堂があり，各中学校区にほぼ一
つずつ置かれている。子ども食堂は近年メディアで取
り上げられることも多いため，認知度が上がっている
一方で，貧困や障がいで悩んでいる子どもが行く場所
であると認識している人も少なくない。しかし，子ど
も食堂は必ずしもそのような子どもが通う場所ではな
い。高松市屋島西町で子ども食堂事業を行っている特
定非営利活動法人ゆうゆうクラブに聞き取り調査を
行ったところ，日常を送れないことに不満や課題のあ
る子どもに対して，「健康で暮らせる，行きたいとこ
ろに普通に行ける環境，普通に暮らせる・遊べる場所
を用意すること」を目標としており，「本当に困った
子どもがSOSを出せる場所にするためには，困ってい
ない時であっても立ち寄れる場所でなくてはならな
い」とのことであった（2022年９月30日聞き取り）。

Ⅳ．単元開発に向けてーヤングケアラー問題ー
１．事前アンケート
　生徒の実態を把握するため，2022年11月18日（金），
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期発見・把握に向けた取り組みやヤングケアラー支援
策の推進の重要性を学習者に意識付けることを目指
し，小単元「社会保障と私たちの生活―ヤングケア
ラー問題―」（全２時間）を開発した（資料１・２）。
ヤングケアラーの問題は，経済的な問題以外に，家族
構成のような子どもを取り巻く環境が大きく影響して
いる。ヤングケアラーの問題を考えるには，複数の視
点を設ける必要がある。本実践では，ヌスバウムによ
るケイパビリティ・リストを参考に，４項目（主体性，

批判的思考，共感性，社会参画）の授業用ケイパビリ
ティ・リストを考案した（表２）。ヌスバウムによる
リストから項目数を減らすとともに，意見を表明した
り受容されたりする内容や，行政を動かして主体的に
政治参画する内容を新たに追加した。これらの項目
は，実質的自由を表すケイパビリティであり，個々の
ケイパビリティを実際の機能にどの程度変換するかと
いうことについては，個人の選択に任せることとし
た。例えば，ヤングケアラーとしての自己を自覚した

資料１
１．小単元名「社会保障と私たちの生活―ヤングケアラー問題―」
２．単元の目標
　○ヤングケアラー問題を通して，子どもらしい生活の実現に向けて，社会全体で支え合う社会保障の在り方を説明できる。
　○現代の困難な諸課題に対して，社会問題を発見・把握する活動を通して，問題解決に向けた取り組みを主体的に考え，意見を述

べることができる。
３．学習過程
　第１時「現代社会の諸問題と地域社会」

学習内容 生徒の主な反応 教師の働きかけ・留意点
１．ヤングケアラーの存在に

ついて知る。
⑴ ヤングケアラーの例を基

に，特徴を把握する。
⑵ 子どもが子どもでいられる

街の特徴を予想する。

２．ヤングケアラーの事例を
読んで，問題の実態に気づ
く。

⑴ 事例の中で特に気になっ
た，印象に残った内容に線
を引く。

⑵ 線を引いた理由を記述す
る。

３．子どもが子どもでいられ
る生活の特徴を考える。

⑴ 子どもが子どもでいられる
特徴を考える。

⑵ 子どもが子どもでいられる
ための権利を考える。

４．子どもが子どもでいられ
るための条件を考える。

５．本時を振り返って，自分
の考えを記述する。

・ヤングケアラーってどういう子どもたちなのかな。
・自由な生活が子どもの生活なのではないだろうか。
・困ったときに助けてくれる大人がいることだよ。
・何もしなくても生きていけることが子どもでいられ

ることだと思うよ。

・当たり前だと考えていた家事の仕事が初めて普通で
はないことに気づいた。

・誰にも家庭の話をしないようになってしまった。
・次第にSOSを出すことを諦め，社会から孤立した。
・Aさんも母親も，どうしてSOSを出すことができな

くなってしまったのだろうか。

・心身ともに健康である。
・学校にいくことができる。
・家族のために働かなくてもよい。
・進学，就職することをあきらめない。
・育つ権利は絶対必要だ。
・教育を受ける権利がないと
　自分のやりたいことができなくなってしまう。

・自分も周りの人もヤングケアラーに関する理解が必
要になる。

・困ったときに相談できるような大人が欲しい。
・自分たちの意見を伝えられる環境が必要になるので

はないか。
・自分を支えてくれる大人がいないと生活できない。

・ヤングケアラーは，身近なところにいて，自分もヤ
ングケアラーになる可能性があることがわかった。

・子どもらしい生活を送ることのできる大切さがわ
かった。

・実際に起こったヤングケアラーの実例につ
いての資料を配付する。

・事前アンケートの回答を公表して，授業開
始時点でのヤングケアラーのイメージを確
認する。

・ヤングケアラーの定義を確認しヤングケア
ラーの要因が必ずしも貧困とは限らないこ
とを伝える。

・かわいそう，悲惨だというような主観的な
意見にならないように生徒に伝える。

・ヤングケアラーを生み出す責任は家庭だけ
ではなく，社会にも責任の一端があるので
はないかと問いかける。

・誰しもがヤングケアラーになりうる可能性
があることを説明する。

・子どもでいられる特徴を考えやすいよう
に，ヤングケアラー早期発見のための高松
市のアセスメントシートを配付する。

・児童の権利に関する条約の基本情報や条文
を記載した資料を配付する。

・権利が条約で認められても，ヤングケア
ラーのように権利を十分に行使できない状
態の人がいることを説明する。

・条件についての内容は，活動前に電子黒板
で説明を行い，理解を確認した上で活動を
行う。

・授業用ケイパビリティ・リストを配付し，
参考にできるようにする。

・資料を提示して，ヤングケアラーが望むこ
とや問題解決の視点を活動の中に取り入れ
ることができるようにする。

・困ったときに身の回りの大人にSOSを出せ
ることが最も大切であり，自分が望むこと
を実現できる機会が保障されることが重要
になることを説明する。

子どもが子どもでいられる生活とはどういうものなのだろうか。
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場合においても，自己の現状を周囲に知ってほしくな
ければ無理に公表する必要はないし，必ずしも主体的
に社会に参画する必要はない。すなわち，授業用ケイ
パビリティ・リストの４項目は，意見を誰かに表明し
たい時に公表したり受容されたりできる環境が整って
いることや，行政が機能していないと判断した場合
に，政治的行為を行う権利が保障されることを求める

ものである。
　社会保障と聞くと，生活保護費や補助金を給付した
り，職業を紹介したりする経済的な支援を思い浮かべ
る生徒が多いかもしれない。実際に経済的な支援も重
要な役割を果たしているが，今回は地域の社会的な支
援に注目する。金銭的な支援は一時的には有効であっ
ても，ケイパビリティの視点から見ると，必ずしも有

　第２時「ヤングケアラーと共生社会」

学習内容 生徒の主な反応 教師の働きかけ・留意点
１．前時の学習を振り返る。

２．与えられた条件下で，高
松市内のどこに相談機関を
建てて，どのような人を配
置するべきかを考える。

⑴ 個人で考える。
⑵ 全体に共有する。

３．自分が困ったときに相談
できる大人は身近にいるの
か考える。

４．高松市子育て支援課の職
員の方からの講評を聞く。

５．２時間の授業を振り返
り，考えたことを記述す
る。

・困ったときにSOSを出すことが普通にできることが
理想だったな。

＜どこに建てるべきか＞
・相談する場所が学校にあると相談しやすい。
・街中に作るなら，バス停や駅の近くにしないといけ

ない。
・オンライン上の方が，気軽に相談できるし，場所に

も困らない。
＜だれを配置するべきか＞
・担任の先生が一番相談しやすい。
・知らない人にはなかなか相談しにくい。
・自分を知らない人の方が返って話しやすいかもしれ

ない。
・SCやSSWの先生なら話すこともできそうだな。
・保健室の先生だと気軽に話すことができる。
・自分たちも相談に乗ることができるかもしれない。

・家族には相談できる。
・学校の先生や保健室の先生には相談することができ

る。
・自分の周りには，困った時に助けてくれる大人がた

くさんいることが分かった。

・困ったときに，SOSを出すことは恥ずかしいことで
はなく，当たり前のことだ。

【期待される生徒の反応】
ヤングケアラーは自分と異なる存在ではなく，誰でも
ヤングケアラーになる可能性がある。進学や就職の機
会すらないヤングケアラーには，社会全体でその機会
を保障する必要がある。また，自分の周りには困った
時に助けてくれる大人がたくさんおり，SOSを出すこ
とができるとわかった。など

・身の回りの大人にSOSを出すことができる
ことが大切であることを振り返る。

・SOSを出す際に，どこに行けばいいのか，
誰に相談すればよいのかが問題になりやす
いことを伝える。

＜与えられた条件＞
◇対象となるヤングケアラーは，高松市に住

む子どもである。
◇相談所は一つでもいいし，複数の相談所を

作っていいものとする。予算の制限はない
ものとする。

◇既存の公共施設（学校・市役所・コミュニ
ティセンター・図書館など）や，その職員
を利用してもよい。

・子どもでも行きやすい立地か，相談しやす
い人になっているかを確認する。

・立地条件や配置する人を理由を付けて考察
するように指導する。

・考えの異なる３人の生徒に，Ａ３用紙に拡
大した地図に相談所を記載させ，黒板に
貼って共有する。

・行政機関や学校以外にも，地域の身近なと
ころに子ども食堂のようなNPO団体がい
ることを確認する。

・身近なところに自分を助けてくれる場所が
あり，困った際にはSOSを出しても構わな
いことを補足する。

表２　授業用ケイパビリティ・リスト
項　　目 内　　　　　　　容

１．自ら進んで行動する。 自ら進んで主体的に考え，行動することができる。
２．批判的に考える。 自分の人生をより良いものにするために，批判的に思考することができる。
３．共感・想像する。
　　他者と共に生きる

身の回りの問題に気づくことができる。
みんなが生きやすい社会を創る。

４．自分の意見を伝える。
　　社会に参画する。

自分の意見を伝えたり，相手の意見を受け入れたりする社会にするために，進んで行動する。
そして，社会の出来事に興味を持ち，それらに関わる。

（藤本作成）

私たちがSOSを出せる場所はどこにあればよいか。

資料２
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効な支援とは限らない。豊かで幸福な生活の実現を考
える上で重要なことは，「人は実際に何をすることが
でき，どんな状態になれるか」「そのために，どのよ
うな機会を実際に手にすることができるか」を問うこ
とである。自己責任を原則とした個別責任の観点で考
えるのではなく，主体的で自立した人間を育むための
協働の観点から考える授業を行いたい。本実践では，
自分の自由を制限された人々に対して，個別責任があ
るという姿勢を取るのではなく，ケイパビリティ・ア
プローチの視点から問題を是正することの必要性につ
いて，学習者自身が気づくことに重点を置いた。

３．授業実践
　2022年12月16日・19日・20日に，香川大学教育学部
附属高松中学校において，第１学年３学級（101名）
を対象として、各学級２単位時間で藤本が授業を行っ
た。授業用ワークシートを毎時間回収し，他学級の生
徒への影響が可能な限り及ばないよう努めた。１時間
目は，生徒にヤングケアラーの存在と状況を捉えさせ
た。その上で２時間目には，高松市内にヤングケア
ラーの相談所を設けることを想定して，時間・距離・

アクセス・心理などの観点から，ヤングケアラーを相
談所に繋げる方法を検討させ，困難な状況にある子ど
もたちのケイパビリティの拡充について考えさせた。
本実践では，孤立した子どもを相談機関に繋げること
を以て，ケイパビリティを広げる方策と捉えた。な
お，自分と同世代のヤングケアラーに対する共感性を
もって解決策を話し合う学習は，学年段階に即した方
法で実践可能であると考え，第１学年で実施すること
とした。

（１）第１時「現代社会の諸問題と地域社会」
　はじめに，ワークシート（資料３）にあるヤングケ
アラーの事例を読んで，気になった部分や印象に残っ
た部分に線を引く活動を行った（表３）。Ａさんの生
活の現状に関して，「Aさんは小学１年生の頃から毎
朝６時に起き，精神疾患で苦しむ母親に代わって朝食
を作り，家族を起こしてから学校に通っていた。」に
線を引いた生徒は51名であり，全体の約半数がこの内
容に線を引いていた。また，「母親に言われて掃除や
洗濯といった家事全般を担うようになり，母親の薬や
家計の管理を任されるようになっていた。」に線を引

資料３　ワークシート「ヤングケアラーとは」
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いた生徒は67 名で，全体の約３分の２がこの内容に
線を引いていた。さらに，「友達に家庭の話をしたと
ころ，今まで当たり前だと考えていた家事の仕事が初
めて普通ではないことに気づき，誰にも家庭の話をし
ないようになってしまった。」という内容に線を引い
た生徒は70名であり，子どもが家事全般を担っている
ことの異常性に，Aさん自身が気づけていなかったこ
とに衝撃を受けていた。Ａさんの母親については，

「母親としてのもどかしさや『母親なら当たり前だ，
努力不足・愛情不足だ』といった世間の厳しい声に苦
しみ，次第にSOSを出すことをあきらめ，社会から孤
立するようになってしまった。」に線を引いた生徒が
71名と最も多かった。生徒からは，SOSを出すことを
諦めないような社会，孤立しないような社会を目指す
べきだと思うという意見や，誰でもSOSを出せるよう
にするためにはどうすればいいのだろうかという疑問
が出された。
　次に，「子どもらしい生活」や「子どもらしくいら
れる」ための条件について考えさせた。これは，「子
どもの権利」を生み出すためのケイパビリティに着目
させるものである。表４は，生徒たちが「子どもが子
どもでいられる」条件を考えたものである。最も多
かったのは，「ヤングケアラーや子どもの権利，支援
に関する情報に対して正しい理解を深める機会があ

る。」である。それに続いて，「周りに相談する人・場
所・機会がある。」や「周りに気づいてくれる場所・人・
機会がある。」が多かった。「子どもが子どもでいられ
る」ための必要条件は，ヤングケアラーの実態につい
ての正しい知識をもち理解することで，周りの子ども
が該当しているのではないかと考えたり，実際に気づ
いたりできることである。
　授業の終わりに質問を行った。一つ目は，自分たち
がヤングケアラーになる可能性はあるのか。二つ目
は，ヤングケアラーはその家庭の自己責任なのか，そ
れともヤングケアラーを生み出す社会に責任があるの
かである。一つ目の質問に対しては，災害や病気，事
故などで両親が亡くなった場合，大きなけがや病気を
患った場合には自分もヤングケアラーになる可能性が
あると答える生徒が多く見られた。二つ目の質問で
は，「自己責任」「社会の責任」「自己と社会の両方の
責任」「どちらでもない」に対して，「自己責任」とす
る生徒はなく，ほとんどの生徒が「社会の責任」ある
いは「自己と社会の両方の責任」と答えていた。

（２）第２時「ヤングケアラーと共生社会」
　２時間目は，ヤングケアラーを救うための相談所に
ついて，対象を高松市内のヤングケアラーとし，「私
たちがSOSを出せる場所はどこにあればよいか」を学

表３　ヤングケアラーの事例を読んで気になった部分や印象に残った内容
生徒が気になった部分や印象に残った内容 １組 ２組 ３組 合計 割合

A 中学1年生のAさんは，精神疾患の症状がある母親と，発達障がいがある弟と情
緒障がいのある妹との４人で暮らしている。 11 14 5 30 29.7％

B Aさんは小学１年生の頃から毎朝６時に起き，精神疾患で苦しむ母親に代わっ
て朝食を作り，家族を起こしてから学校に通っていた。 13 20 18 51 50.5％

C 母親に言われて掃除や洗濯といった家事全般を担うようになり，母親の薬や家
計の管理を任されるようになっていた。 27 24 16 67 66.3％

D 友達に家庭の話をしたところ，今まで当たり前だと考えていた家事の仕事が初め
て普通ではないことに気づき，誰にも家庭の話をしないようになってしまった。 27 19 24 70 69.3％

E Aさんの母親は家庭の事情が原因で，幼少の頃から精神疾患の症状に悩んでいた。 0 2 3 5 5.0％

F 現在は気分の浮き沈みが激しく，自傷行為や薬の過剰摂取が日常茶飯事となっ
ている。 3 6 5 14 13.9％

G もともと母親の性格はとてもまじめかつ頑張り屋で，なんでもきちんと取り組
みたいという強さがあった。 7 2 1 10 9.9％

H
介護の仕事も評判が非常によかったが，発達障がいのある息子（Aさんの弟）
が保育園で問題行動を起こし，小学校では不登校になることもあって，仕事を
続けていくことができなくなってしまった。

4 15 3 22 21.8％

I
母親としてのもどかしさや，「母親なら当たり前だ，努力不足・愛情不足だ」と
いった世間の厳しい声に苦しみ，次第にSOSを出すことをあきらめ，社会から
孤立するようになってしまった。

20 25 26 71 70.3％

（１組35名，２組32名，３組34名，総数101名）
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習課題とした。相談所を考える上で，設置する場所，
配属する人員，実際に行う内容の三つの点から考察し
た（資料４）。この学習課題は，高松市健康福祉局こ
ども未来部子育て支援課の方々に聞き取り調査を行う
過程を経て考案したものである。「どこに相談所があ
れば，そしてどのような人が対応すれば，子どもたち
は相談することができるのか」という問いは，生徒の
視点で解決する案を考えることができるため，社会参
画意識を高める上でも有効であると考える。
　表５は，生徒が考えた相談所の設置場所をまとめた
ものである。県庁・市役所は，見た目が特徴的だから
立地が分かりやすく，子どもでも行きやすいのではな
いかという意見が出された。これに対し，ヤングケア
ラーは人目を気にするかもしれないため，人が集まる
場所は行きにくいのではないかという意見も出され
た。結局，高松市全域に建てた方が子どもにも行きや
すいのではないか，として複数の場所に設けるという
意見が多くを占めた。その際，コンパスを使用しなが
ら半径３～５km圏ごとに設置する，各中学校区にそ
れぞれ設置するために小学校・中学校内やその付近に
設置する，コミュニティセンターに設置する，公共交
通機関の駅・バス停の近くに設置するというように，
生徒たちは様々な意見を出し合った。また，人口が集

中する高松市北部（番町・高松駅周辺）にはヤングケ
アラーも多いのではないかという仮説を立てて，その

表４　「子どもが子どもでいられる」ための条件
条　　　　件 １組 ２組 ３組 合計 割合

周りに気づいてくれる場所・人・機会がある。 15 9 9 33 32.7％
周りに助けてくれる場所・人・機会がある。 11 2 2 15 14.9％
周りに相談する人・場所・機会がある。 19 20 14 53 52.5％
ヤングケアラーに対する気づかいがある。 3 5 3 11 10.9％
迅速な支援やサポートがある。 0 7 1 8 7.9％
ヤングケアラーや子どもの権利，支援に関する情
報に対して正しい理解を深める機会がある。 21 16 19 56 55.4％

ヤングケアラーに心無い発言や行動をしない。 2 0 1 3 3.0％
政治に参加することができる。 12 0 0 12 11.9％
現状・意見を伝えることができる。 9 2 2 13 12.9％
公共施設（学校や病院）の整備。 3 10 5 18 17.8％
食料を得ることができる。 2 0 0 2 2.0％
ヘルパーや家政婦，ボランティアを派遣する。 2 15 13 30 29.7％
経済的支援を受けることができる。 3 5 3 11 10.9％
精神的不安やストレスがない。 1 1 2 4 4.0％
条約・国内法を整備する。 1 0 0 1 1.0％
経済的に安定している。 0 0 1 1 1.0％
学校に行けて，自分の時間がある。 2 1 3 6 5.9％

（１組35名，２組32名，３組34名，総数101名）

資料４　ワークシート「相談場所の計画」
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地域に相談所を設置する案を示す生徒，高松市中央部
（香川町付近）や南部（塩江町付近）は高松市北部と
比べると人口が少ないので，相談所自体が不足してい
るのではないかと予想して考える生徒もいた。さらに
相談所を新たに設置するのではなく，相談所に行くこ
とを躊躇する子どもや自分の時間がなかなか取れない
子どものために，オンライン上に相談所を設け，必要
があれば市役所等の行政施設で対面による相談を行う
という意見も出された。
　個人が考えた意見を全体に共有する際に，「相談所
には問題を相談する部門と実際に解決する部門の二つ
があるのではないか」という疑問が出された。話し合
いの結果，相談所の部門が二つあって対応する担当者
が変化すると相談者の心理的な負担は大きくなるの
で，部門を統一することで担当者が変化しないような
制度を作っていくべきである，ということになった。
この意見は，高松市子育て支援課が実施しようとして
いる取り組みと合致した内容でもある。
　表６は，ある学級の振り返りの記述である。ヤング
ケアラーや子ども食堂のことを知ることができてよ
かったこと，SOSを発信できる環境が大切なこと，自
分もヤングケアラーになる可能性のあること，自分た
ちにもできそうなことがあること，行政が対策に取り
組んでいること，などが綴られている。また，ヤング
ケアラー問題の救済の難しさや本当に大人たちが助け
てくれるのか，という疑問も記されていた。
　学習を通して，生徒たちは，すべてを行政機関に委
ねるのではなく，学校ができること，家庭でできるこ
と，そして自分たちができることなど，様々な支援の
在り方について考えることができたといえよう。

Ⅴ．おわりに
　本研究の意義は，①ケイパビリティ・アプローチの
視点から，ヤングケアラー問題を教材として社会問題
の発見及び解決を目指す授業開発を行ったこと，②行
政機関と連携し，困難な問題の解決を試みる授業実践
を行ったこと，③授業内で表れた意見を高松市健康福
祉局こども未来部子育て支援課に提供し，市政に役立
てていただくようにしたこと，などである。
　一方で，次のような課題が明らかとなった。一点目
は，ケイパビリティ・リストを用いて授業を行うにあ
たり，内容を見直し改善する必要のあることである。
二点目として，ヤングケアラーへの対応は，国や地方
公共団体でも緒に就いたばかりであり，現在は社会的
認知度の向上を目指す啓発活動が活動の中心になって
いるため，実態に即した詳しい情報を得ることが困難
だったことである。
　授業内容や方法の不十分さは否めないものの，ヤン
グケアラーの問題をいち早く取り上げて行った本実践
は，ヤングケアラーの認知度の拡大だけではなく，問
題の発見及び解決力の育成に向けた取り組みとしても
意義のある授業になったのではないだろうか。

註
（１）渡部竜也「社会問題提起力育成をめざした社会科授業の

構想―米国急進派教育論の批判的検討を通して―」全国社
会科教育学会『社会科研究』第69号，2008年，pp.１-２。

（２）千田有紀「構築主義の系譜」上野千鶴子編『構築主義と
は何か』勁草書房，2001年，p.19。

（３）閣議決定（別紙）「こども政策の新たな推進体制に関する
基本方針について～こどもまんなか社会を目指すこども家
庭庁の創設～令和３年12月21日」，2021年，p.13。

（４）澁屋智子『ヤングケアラー―介護を担う子ども・若者の
現実』中公新書，2018年，p.ⅰ。

（５）濱島淑惠『子ども介護者―ヤングケアラーの現実と社会
の壁』角川新書，2021年，p.34。

（６）毎日新聞取材班『ヤングケアラー―介護する子どもた
ち―』毎日新聞出版，2021年，pp.33-34。

（７）アマルティア・センは，権限を「ある社会において正当
な方法で『ある財の集まりを手に入れ，もしくは自由に用
いることのできる能力・資格』，あるいは，そのような能
力・資格によって『ある人が手に入れ，もしくは自由に用
いることができる財の組み合わせの集合』」という意味で
用いている（黒崎卓・山崎幸治「訳者まえがき」アマルティ
ア・セン『貧困と飢餓』岩波書店，2000年，p.ⅴ）。神島

表５　生徒が考えた相談所の設置場所
相談所の設置場所候補 １組 ２組 ３組 合計

県庁・市役所 11 2 5 18
高松市全域 9 22 10 41
小学校・中学校付近 2 4 2 8
小学校・中学校，コミュニティセンター 1 1 7 9
高松市北部・人口集中地点 7 7 6 20
高松市中央部 3 2 1 6
高松市南部 4 5 2 11
オンライン上，電話対応 1 0 0 1
商業施設 1 0 1 2

単位：名
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表６　生徒の振り返りの記述（第２時のまとめ）
振　　　　り　　　　返　　　　り

1 私も実際に自分がヤングケアラーになったら，自分でSOSを出せるか分かりません。だから，ふだんからそういう子がSOSを出しやすいような環境を
つくっていくことが大切だなと思いました。

2 今回の授業では，困った時に助けてくれる人や場所が身近にあるということがとても大切だとわかりました。また，相談所を作るときに大切なことも
たくさん学べてよかったです。

3 ヤングケアラーにはだれでもなる可能性があるので，友達の行動や気持ちの変化も見ながら生活したい。

4 「ヤングケアラー」の幅は広く，想像以上にたくさん居ると思うので，もっとたくさんの人が知り，救える場所を作る必要があると思いました。また，
そもそも自分が「ヤングケアラー」だと気付けていない人にはどうするべきか考えなければいけないと思いました。

5 ヤングケアラーは他の人に知られることに抵抗があることがある。カウンセラー，ヤングケアラーを経験した人などに相談できる。
6 自分はヤングケアラーではないけれど，近所づきあいは大切だと思った。

7 こども食堂，家の近くにありましたが勇気が出ず，１回もいったことがありませんでした。でも，僕がそこにいくことで，同じように勇気がでないで
いた困った人々が助かると知りました。

8 ヤングケアラーを人ごとだと思わず，私たちが救えることもあると思って行動したい。

9 ヤングケアラーはニュースの特集以外で聞いたことがなかったので，ヤングケアラーにたいする理解を深められ，それについての対応も学べてとても
面白い授業でした。

10 ヤングケアラーについて知って，私は知らなかったのでとても驚いていた。もっとたくさんの人にも知ってもらえるように，学校の授業でも取り扱う
と良いと思った。知った人が少しでも増えることでヤングケアラーの状態が少しでも変わると思う。

11 対策を決めるのに時間がかかった。強制的に相談されるぐらいしないと僕は相談所に行けない。
12 今，問題となっていることに積極的に取り組むことができて良かったです。

13 ヤングケアラーの人たちは相談する場所があっても，相談しにくいこともあるので，友達がどんな対応をするのかも大事だなと思いました。私も子ど
も食堂にいってみたいと思いました。

14 ヤングケアラーに関して自分がヤングケアラーであることに気づいていない人もいるのではないかと思いました。そんな人も含めたヤングケアラーが
救われればと思います。

15 ヤングケアラーを無くしていくためにどうすればよいのかを，自分がもしヤングケアラーだったらという目線などで考えていくことができました。も
しヤングケアラーの友達を見つけたときにどのように行動するべきか考えていきたいです。

16
市役所が対策を考えていることは知っていたが，自分の思っていた以上にいろいろなことをしていた。身の回りには，沢山助けてくれる大人がいて，
自分も救えるときがあるから，救える時は救いたいと思います。また，ヤングケアラーがSOSをだせる場所をつくるために，気軽に足を運べる場所が
大切だとわかりました。

17 私が知っている「窓口」は相談するほうの窓口で解決するほうの窓口は知らなかったので，新しく知ることができて良かった。

18 「子ども食堂」というものをはじめて知りました。私みたいな，そもそも存在を知らない人がいるから，ヤングケアラーが行きたいけど，行きにくい
状況になっているかな...と思いました。ひまがあれば行ってみたいです。

19
今までヤングケアラーについて全然聞いてこなかったけれど，この授業を通してヤングケアラーについて知れてよかったです。クラスに１人いる割合
でヤングケアラーがいるとしょうげきを受けました。また，私がいつかヤングケアラーになったときがあれば市役所や県庁などに相談してみたいと思
いました。

20 「子ども食堂」というものがあることをはじめて知った。他にも支援している場所などがあったら調べてみたい。

21 私は今回，ヤングケアラーという人がいるということをはじめて知り，その人達はなかなか自分のことを相談することができていないことを学んだ。
だから，もし友達とかから相談があったら一生けん命その人の話を聞いてあげようと思った。

22
ヤングケアラーの深刻さについて学べた。でもそのヤングケアラーに対して，「子ども食堂」を筆頭に市や県の方々がたくさん動いていることについ
ても知れた。アンケートの結果で「友だち」に相談したい人が多いことから，自分も友達から相談されることがあるかもしれないということが分かっ
た。自分事としてとらえ相談を受けることが大切だと分かった。しせつをつくっても，ヤングケアラーが救えるかどうかは分からない。

23
ヤングケアラーに限らず，助けを求めるということはそんなに大げさなことではないのかなと思いました。相談所をつくっても全ての人が救われるわ
けではないけれど，その一歩が大切なんだと思いました。ヤングケアラーの場合，相談相手の中で「家族」という項目が消えるので，選択肢が減るこ
とが大きいと思いました。

24 相談できるところがあっても，行かない人は多いと思うので，救うのは難しいと感じた。

25 ヤングケアラーは相談所を作るだけでは救うことはできない。けれども，困ったときに相談できる場所があれば，少しでもヤングケアラーの心の負担
が減ると思えた。相談するのに，（１人の人が１度にたくさんの人と会話できる）AIでチャットがある相談をすればいいと考えた。

26 ヤングケアラーの手助けをできる人は相談所だけでなく，地域交流など僕たちにもできそうなことがたくさんあるということが分かりました。
27 大人だけではなく，私たちのような子どもでも話をきいて力になれる。子ども食堂などの地域の支援もしている。自分でも調べてみたいです。

28
前回は子供（ヤングケアラー）の気持ちについて考えなかったけれど，今回，子供（ヤングケアラー）の気持ち，立場から考えてみたら確かに相談し
にくいことを話すのを友達や先生にはしにくいことがあったら，自分にあった相談場所を選んだりなど，自分に合わせることが大切だとあらためて
思った。

29 身のまわりにもヤングケアラーがいるかもしれないので，やっぱり分かった時はより寄ってあげたいなと思った。藤本先生は自分がヤングケアラーだ
と気づいていないパターンが多いと言っていたけど，その人数も気になった。

30
自分が相談するという立場になったとき，やはり勇気を出して行ってみても解決策が出たりしないと意味がないと思ってしまい，続けていくことが本
当に難しいと思います。（カウンセラーの体験あるけれど…）解決策・相談の窓口が一緒で，さらに相談しやすい経験者や同性である人を選ぶことの
できる相談所がほしいです。

31 ヤングケアラーは親の世話をしなければならないので，車も使えないし時間もないと思いました。他に何か取組みとかあったりってしますか？ SOSを
出す場所は沢山ありますが，本当に全ての大人が助けてくれますか？またSOSを出す場所は親の助けが必要だと思ったので難しいなと感じました。

32 もしも自分たちが困ったことになったときに助けてくれる人は身近でもたくさんいる上に自分が助ける人になることもあるのが分かったので覚えてお
きたい。 質問：県庁職員の方や市役所職員の方は，ヤングケアラーのような問題に対して具体的に何をしているか。
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裕子によれば，センは権限の源泉は社会関係にあり，人権
の源泉は，ある人がある国家の国民であることではなく，
その人が人間であること，つまり人間としての権原にある
とする（神島『ポスト・ロールズの正義論―ポッゲ・セン・
ヌスバウム』ミネルヴァ書房，2015年）。

（８）白井俊『OECD Education2030プロジェクトが描く教育
の未来―エージェンシー，資質・能力とカリキュラム―』
ミネルヴァ書房，2020年，p.79。

（９）ジョン・ロールズ著，川本隆史・福間聡・神島裕子訳『正
義論　改訂版』紀伊國屋書店，2010年，pp.83-89。
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